
 

 

 

 

申請者施工による配水管工事に伴う接合替工事の 
事務処理について 

 

（制定 昭和 59年７月１日課長決） 

（ 最 近 改 正  令 和 ３ 年 ６ 月 2 5 日 ） 

 

 

１ 目的 

受託工事申請者施工要領に基づく工事に伴う接合替工事（以下「接合替」という。）の

事務処理を定める。 

２ 施工対象 

  受託工事申請者施工要領に基づく工事に伴う接合替 

３ 施工業者 

接合替の施工業者は、本市指定給水装置工事事業者であること 

４ 配水管からの穿孔 

  配水管からの穿孔については、穿孔資格者であること 

５ 工事施工及び手続 

（１）申請者は施工予定の工事図面（接合替図面）を水道センターへ提出し、その工事

内容及び接合替施工業者について、事前に承認を得なければならない。 

（２）申請者及び接合替施工業者は施工日時及び施工方法等について、事前に水道セン

ター担当者と協議を行ってから着手しなければならない。 

（３）接合替は配水管工事に伴う接合替工事施行要綱の実施細目に準じ、適正に実施し

なければならない。 

 （４）申請者は工事完了後、速やかに受託工事取扱要領に基づき水道センターへ書類を

提出し、工事完成の承認を得なければならない。 

（５）接合替に伴う断水等、必要諸経費が生じた場合は、受託工事費算定基準に準じ、

水道センターが精算を行う。 

 

附則 

（１）この規定は、昭和 59年７月１日から施行する。 

（２）「委託者施行による配水管工事に伴う給水装置接合替工事の事務処理について」（昭

和 48年６月 25日課長決）は廃止する。 

附則 

 この規定は、平成４年３月２日から施行する。 

附則 

 この規定は、平成 20年５月７日から施行する。 

附則 

 この規定は、平成 28年７月１日から施行する。 

附則 

 この改正規定は、令和３年６月 25日から施行する。 

 



 

 

 

 

 

参　考
伸縮継手の使用例

１．伸縮継手には鋳鉄継手を使用する。

２．設置場所は次の例による。

① ③

②

④ 　その他の形態の場合

　設計時に設置位置を検討する。

ｂａａ

　ａ＝１００m以上の場合
　中間地点ア

ａ

ァ

ｃ

ァ

ａ＋ｂ＋ｃ＝１００m以上の場合
ａ、ｂ、ｃの最大延長部分

チーズの手前
（例、ａが最長の場合はアの位置）

　
ａ＋ｂ＝１００m以上の場合

ａ、ｂの延長の長い方
ベンドの手前

（例、ａ＞ｂの場合アの場合）
ｂ

ァ


